
➢ 福島県木材協同組合連合会の木材利用の促進に関する構想
組合員等が実施する県産材の安定供給等に関する取組を支援
し、県産材の需要拡大を図ることにより、森林資源の循環利用や
2050年カーボンニュートラルの実現、SDGｓの達成に貢献する。

➢ 福島県木材協同組合連合会の構想の達成に向けた取組の内容
・生産基盤整備の強化などによる安定供給促進
・丸太の放射線量測定などによる安全性の担保
・展示会への出展、木工体験などによる県産材の利用促進

➢ 構想の達成のための福島県による支援
・サプライチェーン構築や木材加工機械等の導入支援による県産
材の安定供給・流通の円滑化
・木材表面線量調査の実施とホームページでの公表
・性能試験・商品開発などの技術開発支援
・県イベントでの木育活動などによる意識醸成

福島県木材協同組合連合会×福島県

福島県産材の利用拡大に関する建築物木材利用促進協定

協定締結日：令和４年12月26日
有効期間：協定締結の日から令和９年３月31日まで
対象区域：福島県全域

福島県木材協同組合連合会は、建築物における県産材の利用を促進することで、森林資源の循環
利用、2050年カーボンニュートラルの実現、SDGｓの達成に貢献するため、福島県と協定を締結しまし
た。


